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○ 平成27年9月関東・東北豪雨災害  鬼怒川の堤防決壊 

H27.12.11国土交通省～「施設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」 
○ ハード・ソフト一体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」策定 

○ 平成28年8月台風第10号  中小河川の氾濫による逃げ遅れ 
平成29年9月 水防法の一部改正 

○ 「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組を中小河川も含めた 
  全国の河川でさらに加速 

洪水等からの「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」実現のための抜本的な対策 

平成27年１月 水防法の一部改正 

○ 実効性をもって着実に推進するため「水防災意識社会の再構築に 
   向けた緊急行動計画とりまとめ（H29.6.20 国土交通省） 

「水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画」の背景 
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緊急行動計画の概要（H29.6.20 国土交通省） 
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■河川情報 
 ・対象河川 
  水防法で指定する水位周知河川（６河川） 
 ・対象となる水位 
  ①避難判断水位に達した時   
  ②氾濫危険水位に達した時   
  ③危険箇所氾濫想定水位に達した時  
  

① 

② 

河川名 基準点 ①避難判断水位 ②氾濫危険水位 対象市町
千里川 春日橋 2.10 2.60 3.16 春日橋 豊中市、箕面市

天竺川・兎川 天竺川橋 2.20 2.30 2.86 天竺川橋 豊中市
高川 水路橋 1.55 1.60 3.60 サボテン橋上流 豊中市

箕面川 箕面川橋 2.60 2.70 3.10 箕面川橋 豊中市、池田市、箕面市
余野川 高橋 2.00 2.30 2.70 古江橋上流右岸 池田市

③危険箇所氾濫想定水位

ホットラインについて 
【目的】     
 災害時に情報が錯綜するなか、避難判断を行う市町村長が避難に資する情報を見逃さず、
迅速かつ確実に伝達することを目的とする。 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ①情報伝達、避難計画等に関する事項 
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③ 危険箇所氾濫想定水位 



■土砂災害情報 
 ・対象となる事象 
  ①土砂災害警戒情報を発表した時（2h予測） 
  ②土砂災害警戒情報の基準が実況で超過した時（※） 
  ※ ①は府・気象台による共同発表  ②は職員がHPを監視 

①土砂災害 
警戒情報発令 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

②基準を超過 

土砂災害発生危険基準線 
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■ホットラインの体制 

【連絡体制】
ホットラインの連絡体制は以下のとおり。

【池田土木事務所 水防本部】 【◯◯市　災害対策本部】
　代表電話：072-752-4111（内線598～599） 代表電話：●●-●●-●●
　事務所直通:072-751-8321 直通電話：●●-●●-●●
　無線番号：8-301-250～257 無線番号：●-●●-●●

　
　

　
　

　
　

　
　

 

 

 

◯◯市（ホットライン窓口）

　
　

　
　

　
　

　
　

 

池田土木事務所（ホットライン窓口）

 　
　

　
　

　　 対象とする河川、砂防施設等を所管し、水防計画でその通知を行う事務所から市町村長
　　 もしくは実質的に避難判断を行う市町村危機管理部局幹部

事務所（所長・幹部） 市町村（首長・幹部）ホットライン

・氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫が想定される時
・土砂災害警戒情報（2h予測・実況超過）

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

・避難判断水位に達した時、氾濫危険水位に達した時、氾濫想定水位に達したとき 
・土砂災害警戒情報（２ｈ予測、実況超過） 
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◇台風予報・進路 ○台風に関する情報を事務所配信
○台風に関する気象庁記者会見 （気象台からの情報をﾒｰﾙ配信） ○工事中業者への注意喚起、現場の安全確認 ○水防団・消防団等への注意喚起

○台風説明会（大阪管区気象台） ○台風説明会の情報を事務所配信 ○台風説明会の情報を市町村配信
◇大阪府気象情報（随時配信） ■河川施設（水門、ポンプ等）の点検・操作確認 ○職員の配備体制の確認

○水防資機材の点検・準備

○気象情報、雨量、水位情報の把握 ○気象情報、雨量、水位情報の把握
○台風に関する気象庁記者会見 （体制解除まで実施） （体制解除まで実施）

○河川状況の情報収集 ○自宅待機
○気象情報等の確認

○必要に応じ、気象情報等の確認
○必要に応じ、気象情報等の確認

○水防団・消防団等のパトロール準備
○河川カメラによる監視 ○河川カメラによる監視 ○河川カメラによる監視
（水位低下まで実施） （水位低下まで実施） （水位低下まで実施）
○水位予測の確認 ■河川施設操作基準による閉鎖や放流
（水位低下まで実施）

○首長若しくは代理者の登庁

○要配慮者利用施設等の事業者へ情報伝達
○パトロール結果の共有 ○パトロール結果の共有

○特別警報発表にかかる事前説明
○特別警報発表にかかる事前説明
○大雨特別警報の市民への周知 ○特別警報の受信

○氾濫が想定される時（※）

○氾濫情報の共有 ○氾濫情報の共有

○被害状況の把握 ○被害状況の把握 ○災害対策機関の派遣要請 ○避難所での待機
○防災協定業者への派遣依頼 ○緊急業者の応援依頼 ○避難者への支援
○被害状況等を随時記者発表 ○災害応急・復旧活動 ○状況により現地災害対策本部設置
（危機管理部局より発表）

◇：気象情報　○：行動計画　■：事務所・市町村独自　★府と市町村とのホットライン　▲大阪管区気象台からのホットライン ※基準点の水位が、危険箇所の堤防天端相当水位（換算値）に到達した時

◇大雨・洪水警報解除など

０ｈ
災害対策本部

氾濫注意水位を下回るなど
○○川○○橋水位観測所（水位○．○○ｍ） 避難指示解除 避難解除氾濫警戒情報の解除等

０ｈ 氾濫水位突破・越流 氾濫発生情報

－１ｈ
千里川春日橋水位観測所（水位２．６０ｍ） ★ホットライン（府・豊中市） ○状況によっては避難所へ行か

ず自宅2階へ避難天竺川天竺川橋水位観測所（水位２．３０ｍ）

高川水路橋水位観測所（水位１．６０ｍ）

避難開始

箕面川箕面川橋水位観測所（水位２．７０ｍ）

◇大雨特別警報発表

★ホットライン（府・豊中市）

避難指示（緊急） 避難完了

危険個所氾濫想定水位到達

箕面川箕面川橋水位観測所（水位2．6０ｍ）

－１ｈ 氾濫危険水位到達 氾濫危険情報 避難勧告

千里川春日橋水位観測所（水位２．１０ｍ） ★ホットライン（府・豊中市） ○避難準備（要配慮者以外）

天竺川天竺川橋水位観測所（水位２．２０ｍ） ○自治会長、自主防災組織
等は、住民へ声掛け高川水路橋水位観測所（水位１．５５ｍ）

箕面川箕面川橋水位観測所（水位２．5０ｍ）

避難判断水位到達 氾濫警戒情報 要配慮者避難開始避難準備・高齢者等避難開始

千里川春日橋水位観測所（水位２．００ｍ） ○河川パトロールの実施
天竺川天竺川橋水位観測所（水位２．００ｍ）

高川水路橋水位観測所（水位１．５０ｍ） ○避難所開設準備を職員、関係者等へ指示

－２ｈ
千里川春日橋水位観測所（水位１．００ｍ）

高川水路橋水位観測所（水位０．７５ｍ）

箕面川箕面川橋水位観測所（水位１．００ｍ）

氾濫注意水位到達 水防警報（出動） 自主避難開始避難所開設準備

◇暴風警報発表
(◇高潮注意報発表)

－２ｈ 水防団待機水位到達 水防警報（待機・準備）

－２４ｈ

○気象情報、雨量、水位情報の把握

○災害・避難ｶｰﾄﾞの確認

（体制解除まで実施）

○自宅保全

災害警戒本部設置・警戒配備体制

－２４ｈ ◇大雨・洪水注意報発表 警戒配備（指令） 警戒配備 ○防災ｸﾞｯｽﾞの準備

－７２ｈ ○ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等
による気象警報等の確認

－７２ｈ

（※社会的に影響が大きいと考えられる場合）

－４８ｈ ○ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等による避難
所・避難ﾙｰﾄの確認

－４８ｈ

千里川春日橋水位観測所（水位３．１６ｍ）

天竺川天竺川橋水位観測所（水位２．８６ｍ）

高川水路橋水位観測所（水位３．６０ｍ）

箕面川箕面川橋水位観測所（水位３．１０ｍ）

千里川、天竺川、高川、箕面川 管理区間での豊中市とのタイムライン（防災行動計画）　（案）

気象・水象情報 府庁水防本部 池田土木事務所 豊中市 住民等

（※社会的に影響が大きいと考えられる場合） ○ﾃﾚﾋﾞ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、携帯ﾒｰ
ﾙ等による大雨や河川の状
況を確認

天竺川天竺川橋水位観測所（水位１．００ｍ）

◇大雨・洪水警報発表 第2非常配備（指令） 第2非常配備

■ 防災無線、防災メール

■ 防災無線、防災メール等

■ 防災無線、防災メール等

O-DIS入力等

氾濫発生

O-DIS入力等

O-DIS入力等

O-DIS入力等

氾濫発生

O-DIS入力等

大阪管区気象台

▲ ホットライン

大阪管区気象台

■ 防災無線、防災メール

■ 防災無線、防災メール等

気
象
・
水
象
情
報
に
関
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
降
雨
状
況
等
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
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 台風襲来などの大規模水害に備え、市、町、大阪府などの関係機関と連携し、事前に取るべき行
動を時系列で整理したタイムライン（防災行動計画）を作成 

水害対応タイムライン構築 

 災害が発生することを前提
として、関係機関が事前にと
るべき行動を「いつ」「誰
が」「何をするか」に着目し
た防災行動計画 
 「いつ」を決めることで、
其々が迷う時間を少なくし、
「時間軸」を考慮することで、
行動の無理・無駄が把握でき
ます。 
 「誰が」「何を」をするか
を１枚にまとめて共有するこ
とで、関係者が連携した防災
活動、避難行動に繋がります。 

【行政間タイムラインの事例】 

い 
 
つ 

【タイムラインとは】 

誰 が 

何をするか 

現行：大阪府と３市２町の行政機関にて、洪水・土砂災害のタイムラインを構築済み     
   （平成２９年度より） 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

平成３０年度の取組： 
・多機関連携型タイムライン【土砂災害タイムライン（市域・町域）】の検討開始 
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 現行で提供している河川水位や雨量などの防災情報の充実に加え、ＩＣＴを活用し住民へ分かり
やすい防災情報の提供に努める 

ＩＣＴを活用した洪水情報の提供 

スマートフォン版ＨＰの検討 

【防災情報の充実案】 【ＨＰ等で提供している防災情報】 

 
    

大阪府土砂災害情報ＨＰのリニューアル 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

今後・５年間の取組 
・防災情報メールの情報提供河川の拡大、内容の充実 
・スマートフォン版サイトの作成 
・より分かりやすく防災情報を提供するため、大阪府土砂災害情報ＨＰをリニューアル(H30.2) 



（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 
危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備 

管内13箇所に 
河川カメラを 
設置済み 

【河川カメラ】 【簡易水位計】 

 
○機器が低価格（１００万円／台） 
○太陽電池で５年間メンテナンスフリー 
○洪水時のみ観測（平常時は1日1回死活監視） 
  観測開始水位超過時のみデータを送信し、 
  インターネットで配信 
  ・送信回数の制約（太陽電池のため150回程度） 
   10分毎で24時間、5分毎で12時間、 
      2分毎で5時間程度 

 

危機管理型水位計の特徴 

観測開始水位超過時のみ
データ送信 

〇水圧式（支柱、河川内
にケーブル保護管） 

〇超音波式 
（橋梁タイプ） 

〇超音波式 
（護岸設置タイプ） 

水位計設置イメージ（３タイプ） 
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平成３０年度の取組： 
・洪水時のみの観測に特化した「危機管理型水位計」の設置に着手 
 今年度設置予定河川：野間川、長谷川、石田川、兎川 

山辺川 
（城山橋） 

田尻川 
（無名橋） 

一庫大路次川 
（深田橋） 

初谷川 
（初谷橋） 

余野川 
（大正橋） 

余野川 
（女美尾橋） 

余野川 
（高橋） 

余野川 
（古江橋） 

箕面川 
（箕面川橋） 

千里川 
（春日橋） 

天竺川 
（天竺川橋） 

高川 
（水路橋） 

天竺川 
（のぞみ橋） 



（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
    ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

 水害リスクの高い地域や土砂災害警戒区域にある地域の自治会や自主防災組織等を
対象とした防災出前講座や地域版ハザードマップ作成等に努め、住民の防災意識向上
へ繋げる 

地区単位土砂災害ハザードマップの作成促進 

地図上で危険個
所を確認 

フィールドワークに
よる地図情報の確認 

地域版ハザードマップの例 
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今後・５年間の取組 
 市・町は、引き続き、地域版ハザードマップ作成を進め、大阪府は、市・町の取組みを 
支援する 



（２）的確な水防活動のための取組 
   ①水防体制の強化に関する事項 
   ②市町庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項 
水防訓練の充実 

庁舎非常用発電機の 
耐水化 

 水防活動に係わる関係者（市、町、大阪府、消防機関等）が連携し、水防箇所の点検や技術向
上のための水防訓練、また、水防活動の広報等を行い、より一層の水防体制の強化や自衛水防の
推進に努める 

大阪府地域防災総合演習（淀川右岸） 
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今後・5年間の取組： 
・多様な関係機関、住民参加により実践的な訓練と 
  なるよう、訓練内容を検討していく 



（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 
流域全体での取組み 

【治水容量の確保】 
 余水吐を溝状に切り下げることで、 
普段の水位を低下させます。（人為
操作は不要） 

【河川や下水への流出抑制】 
  大雨が降った際、溝から流出する以上

の雨水が一時的にため池で貯留される。 

余水吐 

ため池の活用例 

大雨 治水容量の確保と流出抑制 

実施イメージ図 
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⇒ため池の治水活用推進 

今後・５年間の取組 
 引き続き、ため池の治水活用について関係機関と協議をすすめる 



（４）河川管理施設の整備に関する事項 

【河川堆積土砂除去など】 

工事後 

工事前 

 大阪府では、河川や砂防施設の定期点検や必要に応じて緊急点検を実施し、施設の状況を把握
を行い、堆積土砂撤去など適切な維持管理に努めている。また、身近な河川や砂防施設の状況を
知って頂くために府民へ「河川砂防施設の点検結果」や「河川特性マップ」を公表 

 

河川特性マップ 

13 

河川砂防施設の整備 ⇒河川砂防施設の整備、河川特性マップの周知及び共有 など 

今後・５年間の取組 
・計画に基づき河川、砂防施設整備を進める 
・適切な維持管理に努めるとともに、河川特性マップをふまえて、維持管理状況（堆積土砂 
 除去や河道内草木対策）や定期点検結果、実施時期等について協議会で情報共有を図る 

【砂防えん堤の事例】 

【急傾斜地崩壊防止工事】 



（５）減災・防災に関する国の支援 

補助制度の活用 

14 

土砂災害特別警戒区域内の 
家屋の移転・補強に要する費用の一部 
に対して、市町が要綱を作り補助を行う 

平成３０年度の取組： 
・引き続き、要綱の作成及び補助制度の積極的な活用を推進する 
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